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［要旨］温暖化防止を目的とした温室効果ガス削減に関する長期目標の設定は、影響が危険でな

いレベルでの大気中温室効果ガス濃度安定化を意味し、そのためには、危険なレベルの定義や影

響の閾値と安定化濃度との関係を明らかにすることが重要となる。気候変動枠組条約は、その究

極的な目標として「地球の気候系に対し危険な人為的干渉を及ぼすことにならない水準におい

て、大気中の温室効果ガスの濃度を安定させること」を掲げているが、その具体的な安定化水

準、排出経路、およびその法的意義に関しては十分な議論が無いまま、温暖化対策が議論され

ている。本研究では、上記の問題認識に基づき、（１）濃度安定化等の温暖化抑制目標とそれを

実現するための経済効率的な排出経路、および同目標下での影響・リスクを総合的に解析・評

価するための支援ツール“AIM/Impact[Policy]”を開発し、現在我が国の提案ともなっている

「2050年までに現行より世界排出量を半減する」という目標が具体的に提示している排出経路を

示し、（２）全球平均気温上昇量で見た場合の影響度について、IPCC第４次評価報告書で示され

た知見を整理し、（３）そこで得られた自然科学的観点から設定された長期目標に関して、近年

の国際交渉で適切に扱うための基本的考え方を社会科学的観点から検討した。 

 上記の研究の結果、（１）影響が生じるリスクを総合的に評価するモデルを開発することに

よって2050年半減目標に至る排出経路を示すことができた。（２）IPCC第４次評価報告書にて

示された知見を気候安定化目標という観点から分かりやすいように整理し、全球平均気温上昇

幅ごとの影響を分野ごとに示すことができた。また、（３）気候変動枠組み条約２条には単な

る理念よりは強いが各国の義務とは異なる役割を担うことを想定して導入されたことが分かった。

この研究の結果、２条で目指すべき長期的な気候安定化レベルから2050年半減目標、そして中期

目標までをつなげて説明することができた。 

 

［キーワード］地球温暖化、気候安定化、危険なレベル、統合評価モデル、多国間環境条約 
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１．はじめに 

 京都議定書が2005年2月16日に発効し、今後日本をはじめとした先進国は、第一約束期間（2008

年～2012年）に1990年比で温室効果ガス(GHG)を5.2％削減する国際的約束を果たすべく、削減対

策をより一層進めることになる。また、2012年以降の温暖化対策のための枠組みについての国際

交渉が2008年から公式に始まった。今後の温暖化対策における一つの重要な点は、深刻な温暖化

影響を回避すべく温暖化抑制を進めるためには、中長期的にGHGをどれほど削減する必要があるの

かという点である。 

 長期目標の設定方法は、条約第２条で規定されている究極的な目標と緊密に関連している。す

なわち、第２条では、「気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすことにならないレベルに大気

中のGHG濃度を安定化すること」であり、「この安定化レベルは生態系が自然に適応し、食料生産

が脅かされず、かつ経済開発を持続可能に進めることができるような期間内に達成できる」こと

とされる。この安定化濃度を達成するためには、現在から目標までの排出経路、より具体的には、

「危険な人為的干渉を及ぼすことにならないレベル（危険でないレベル）」で安定化させた場合

の排出削減量の具体的数値目標が焦点になる。現段階で、条約の規定する危険でないレベルに大

気中のGHGを安定化する際の、「危険」や「安定化」の定義をふまえた議論が必要になる。 

2007年度あたりから、長期目標及び気候安定化シナリオに関する知見や一般世論の関心の高さ

は、急速に増大した。とりわけ、気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第４次評価報告書（AR4）

では、気候安定化レベルに関する近年の世界中の研究成果が集積され、科学者集団として一定の

評価が提示された。また、2007年6月にドイツのハイリゲンダムにて開催されたG8主要国サミット

では、安倍首相（当時）が「美しい星2050」として「2050年までに現行と比べて排出量を世界全

体で半減すべき」という目標を掲げた。この目標は、2008年７月の洞爺湖G8サミットでも継承さ

れた。このように、本サブテーマをとりまく状況は、本研究期間中においても諸処に変化し、世

論の関心が大幅に高まった時期となった。 

 

２．研究目的 

 本研究の目的は、以下の３段階に分けられる。第１には、濃度安定化等の温暖化抑制目標と

それを実現するための経済効率的な排出経路、および同目標下での影響・リスクを総合的に解

析・評価するための政策支援ツールを開発し、そのツールを用いて具体的な目標を評価するこ

とである。現在我が国の提案ともなっている「2050年までに現行より世界排出量を半減する」と

いう目標について、検討することが目的となる。第２には、安定化濃度を考慮して、地球温暖化

のもたらす危険なレベルに関する科学的知見を整理し、何がわかっているのか、影響の大きさや

その持つ意味は何かを明らかにすることである。第３は、自然科学的観点から設定された長期目

標に関して、近年の国際交渉で適切に扱うための基本的考え方を国際法の観点から検討すること

である。現行の温暖化対策・国際レジーム、あるいは2013年以降の国際制度に関する諸議論に

おいて、長期目標を達成するために不可欠な条件・国際的手続きについて検討する。 

 

３．研究方法 

上記目的に示された３つの目的ごとに研究方法を示す。 

（１）リスク分析モデルの開発と、モデルを用いた「2050年半減目標」の評価 
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 「2050年までに世界総排出量を現行から半減」という目標が具体的にはどのような排出経路を

とおり、既存の長期目標（２℃といった気温上昇幅の目標や、550ppmといったGHG大気中濃度）と

どのように整合性を持つのか、という点を推計するツールとしてAIM/Impact[Policy]を開発し、

本ツールにて「2050年半減」という長期目標の意味を試算した。 

（２）気候安定化に関する自然科学的知見の整理 

 2007年に公表されたIPCCAR4では、長期目標について最新の知見が公表された。IPCCの知見

を整理しなおすことにより、本研究課題で示してきた長期目標との整合性を確認した。とりわ

け影響の閾値に関する検討も含めた。また、温暖化抑制目標を前提条件として与えた場合のGHG

の最適排出経路を推計する動学的最適化モデルと、その最適排出経路の下での気候変化により引

き起こされる様々な分野の温暖化影響を推計する影響評価モデルを用いて、GHG安定化制約の下で

の、地球規模の気候変化や温暖化影響、GHG削減政策のタイミングについて定量的評価を行った。 

（３）国際法の観点からの分析 

長期目標に至る排出経路に沿って世界が動いていくために必要な国際制度の条件を検討するた

め、第２条、及び、気候変動枠組み条約以外の多国間環境条約における長期目標の扱いに関する

レビューを実施し、現行の国際交渉での長期目標に関する議論への示唆を分析する。 

 

４．結果・考察 

（１）リスク分析モデルの開発と、モデルを用いた「2050年半減目標」の評価 

AIM/Impact[Policy]の開発 

 濃度安定化等の温暖化抑制目標とそれを実現するための経済効率的な排出経路、および同目

標下での影響・リスクを総合的に解析・評価するための政策支援ツール、AIM/Impact[Policy]

を開発した（図１）。AIM/Impact[Policy]は、全球平均気温・海面上昇、大気中GHG濃度等に関し

て将来目標を設定した場合の、(1) 最適GHG排出経路ならびに地域別排出削減分担量を推計し、

(2) 同GHG排出経路を前提とした場合の国別・分野別温暖化影響量を示して、設定した将来目

標が「危険な影響」の回避に十分であるかどうか（将来目標の有効性）を検討するための材料

を提供する機能を持つ。これらは、地球温暖化抑制政策の具体的な将来目標の策定に非常に有

効である。AIM/Impact[Policy]は大きくは、抑制目標下でのGHG排出に関してシミュレートす

る「排出推計パート」と、抑制目標の下で発現が予期される温暖化影響をシミュレートする「影

響推計パート」の２つのパートからなる。また、それぞれのパートは、複数のモデルの連結に

より構成されている。 

排出推計パートは、３つのモデルの連結により構成されている。動学的最適化モデルは、世

界を一地域として取り扱い、様々な制約条件下における地球全体のGHG排出パス（各時点での削減

必要量）を推計する。バーデンシェアリングモデルでは、動学的最適化モデルによって推計され

た地球全体のGHG削減量を用いて、国別の削減負担を算定する。バーデンシェアリングモデルでは、

全球での削減必要量を国別に割り振るための異なる複数のスキームを含み、ユーザーが任意に選

択可能である。世界経済モデルは多地域一般均衡型経済モデルであり、バーデンシェアリングモ

デルにより推計される各国・各地域の削減負担がもたらす経済影響を定量的に評価する。世界を

複数の地域に分割し、複数のGHGを取り扱う。また、国別・地域別の削減負担を経済的に達成する

ための炭素市場型制度（排出権取引、CDM等）の効果についても検討可能である。 
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影響推計パートでは、国別気候変化（降雨量・気温）を、既存の影響研究の知見に基づいて用

意した国別分野別影響関数と組み合わせ、国別分野別の潜在的影響を推計する。分野別影響関数

を作成するための既存影響研究知見としては、筆者らが過去に行った影響評価モデル研究に加え、

論文誌等で過去に発表された多くの影響研究の知見を利用することが可能であり、分野別影響研

究知見の総合化プラットホームとして機能する。 

 モデルの中で、温暖化抑制目標を前提条件として与えた場合のGHGの最適排出経路を推計する動

学的最適化モデルと、その最適排出経路の下での気候変化により引き起こされる様々な分野の温

暖化影響を推計する影響評価モデルを用いて、GHG安定化制約の下での、地球規模の気候変化や温

暖化影響、GHG削減政策のタイミングについて定量的評価を行った。温暖化影響を考慮して、GHG

濃度安定化とGHG削減タイミングを検討するために、Business as Usual (BaU)および以下の３つ

の制約下におけるGHG排出抑制政策分析を行った。  

 BaU: Business as usual  

 CO2-450ppm: CO2濃度 450ppm 以下の制約 

 GHG-500ppm: 温室効果ガス濃度 500ppm 以下の制約 

 GHG-600ppm: 温室効果ガス濃度 600ppm 以下の制約 

制約は1990年から2200年まで、制約値を超えないようなCO2もしくはGHG濃度が保たれるように計

算される。将来人口および将来経済成長はIPCCで作成されたSRESのB2を用いた。将来価値を現在

価値に換算するための割引率は4%、GHG/エネルギー産出比の減尐率は0.85、気候感度は2.5℃を適

用した。2100年までのGHG排出量、GHG濃度、地球平均気温上昇と、2100年までのインドにおける

イネ・コムギ潜在生産性への影響を図２に示す。BaUケースにおいては、2050年までGHG排出量が

図-1 AIM/Impact[Policy]のモデル構造図

エネルギー・経済モデル
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増加し続け、2100年においては、GHG濃度が1990年に比べて約2.5倍に増加する。地球平均気温は、

産業革命前と比べて2050年で2.0℃、2100年で3.5℃上昇する。 

2100年までの気温変化から判断すると、すべてのケースにおいて2℃を超える結果となっている。

CO2濃度450ppmvケースにおいては、CO2以外のGHGが制限なく排出する設定になっているため、GHG

濃度がGHG-500ppmケースより高い値を示し、結果として、2100年の地球平均気温上昇は約2.6℃に

達している。GHG-600ppmケースでは、2060年には2℃を超え（約2.1℃）、2100年には2.7℃に達し

ている。3ケースの中で最も厳しい制約のGHG-500ppmケースにおいても、2100年において2.1℃に

達していることから、結果産業革命前と比べて気温上昇を2℃以下に抑えるような安定化濃度制約

を達成するためには、GHGを500ppm以下に抑える必要があることが示唆された。 

海面上昇に着目すると、GHG-500ppmケースでは、2050年に0.10m、2100年に0.18mの上昇を示し、

BaUケースと比べそれぞれ約0.96倍、約0.70倍にとどまっている。一方、CO2-450ppmケースと

GHG-600ppmケースでは、2100年においていずれも約0.21mの上昇を示し、GHG-500ppmvケースと比

べて、約1.19倍となっている。 

1961～1990年の平年的状態と比べたイネ潜在生産性変化（インド）に着目すると、21世紀前半

においてはBaUケースも含む全ケースで同様の微減となるが、21世紀後半においてBaUケースでは

潜在生産性低下が次第に進み、21世紀末には20%弱の潜在生産性低下が見込まれる。これは気温上

昇量による生産性向上と降水量減尐による生産性低下の両者を考慮した結果である。GHG-600ppm

ケースやCO2-450ppmケースでは、BaUケースに比べ生産性低下の悪影響は緩和されるものの2040年

以降も緩やかな減尐傾向が続く。一方、GHG-500ppmケースでは、2040年以降には21世紀前半の状

態がほぼ維持されると見積もられた。インドのコムギ潜在生産性については、GHG-500ppmケース

でも21世紀中の減尐傾向は避けることが出来ないが、BaUケースに比べると減尐速度は緩和される。 

GHG排出量に着目すると、 GHG濃度を 500ppm以下に抑えるためには、 BaUと比べ 2020年では

2.9GtCeq/yr、2050年では12.2GtCeq/yrの削減量となり、早急に本格的な削減体制が必要となる。

GHG濃度制約が500ppmv以下における2010年以降のGHG排出量は、1990年における排出量をすべて下

回っており、厳しい排出抑制政策が求められる結果となった。CO2-450ppmケースでは、2010年以降、

GHG排出量はなだらかに低下する排出傾向を示す。GHG-600ppmケースでは、2050年までGHG排出量

が増加するが、2040年以降急激な削減が求められる。 

シミュレーション結果について総括すると、GHG-600ppmケースやCO2-450ppmケースではBaUケー

スに比べて気温上昇・悪影響が緩和されるものの「危険な影響」を回避するために十分とは言え

ず、GHG濃度を500ppm以下に抑えることが望まれる。GHG濃度を500ppmに安定化させる場合、2020

年では2.9GtCeq/yr、2050年では12.2GtCeq/yrの削減量が必要であると見積もられ、早急な対策が

要求されることが明らかとなった。 
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図２ 安定化濃度制約下における気温上昇、温室効果ガス排出量、海面上昇、 

インドの稲・小麦への温暖化影響 
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（２）気候安定化に関する自然科学的知見の整理 

 １）長期気候安定化目標 

 IPCC AR4 WG3の報告書1)では、第３次評価報告書以降に発表された177のシナリオを分類し、安

定化レベルとその時の放射強制力、CO2濃度、GHG濃度、CO2排出量などの関係を整理している（図

３、表１）。図３を用いることにより、GHG濃度をあるレベルに安定化させたときの気温上昇や、

そのために必要な削減目標の大まかな関係を容易につかむことができる。また、a. 安定化レベル

が低いほど排出量のピークが近い将来となり、排出量の減尐を早急に行わなければならないこと、

b. 低い安定化レベルを達成するためには、今後20-30年での削減努力が必須であることがわかる。

さらに、前述のb. に関する情報として、IPCC AR4ではカテゴリー別のより詳しい排出経路を図示

している。低いレベルでの安定化のためには、排出量のピークを早め、さらに2050年までに大幅

な排出削減が必要であることがわかる。AR4で示されているカテゴリーI,IIの安定化シナリオは、

第３次評価報告書までは検討されていなかった低い安定化レベルであり、近年、より厳しい安定

化レベルの研究が行われてきている。 

 

 

 

 

 

図３ カテゴリー別に見たGHG大気中濃度安定化レベルと気温上昇幅（産業革命前比） 

出典：IPCC AR4 (2007) 

 

表１ IPCCカテゴリー毎の整理       出典：IPCC AR4 (2007) 

 放射強

制力

（W/m2） 

CO2濃度

(ppm) 

等価CO2濃

度(ppm CO2 

eq.) 

産業革命以

降の気温上

昇幅(℃) 

CO2総排出量

ピーク年 

2050年のCO2

削減率

(2000年

比％) 

I 2.5-3.0 350-400 445-490 2.0-2.4 2000-2015 -85～-50 

II 3.0-3.5 400-440 490-535 2.4-2.8 2000-2020 -60～-30 

III 3.5-4.0 440-485 535-590 2.8-3.2 2010-2030 -30～+5 

IV 4.0-5.0 485-570 590-710 3.2-4.0 2020-2060 +10～+60 

V 5.0-6.0 570-660 710-855 4.0-4.9 2050-2080 +25～+85 

VI 6.0-7.5 660-790 855-1130 4.9-6.1 2060-2090 +90～+140 
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今回新たに提示された６つのカテゴリーの中でどれを気候安定化目標として提示していくのか。

これを決定するためには、それぞれの気温上昇幅においてどのような影響が生じるおそれがある

のかを理解しておく必要がある。 

２）将来の温暖化影響予測 

 生態系・社会・経済等の各分野における影響および適応策についての評価を行うWG2により公表

された報告書2)では、すべての大陸およびほとんどの海洋で観測された事象において、多くの自然

システムが、地域的な気候変化、特に気温上昇によって、今まさに影響を受けていることを示し

ていると報告された。これは、主に1970年代以降に観測されたデータセットに基づくものであり、

2001年の第３次評価報告書以降、このようなデータを報告する研究の数は大きく増加し、データ

セットの質も向上した。 

これまでほとんど調査されていなかった地域において行われた研究のおかげで、全球平均気温

の変化の異なる上昇幅と速度に応じた気候および海水位変化により、影響の起こるタイミングと

強度がどう影響されるかについて、より系統立てて理解することが可能となった。 

将来の世界の平均気温上昇による主要な影響を図で示したものがIPCCAR4のWG2の報告書で提示

されている（図４）これを見ると、1980年以降の気温上昇が１℃であっても、水、生態系、食糧、

沿岸域、健康のすべての分野で深刻な影響が生じ始めることがわかる。 

  

 

水

生態系

食糧

0 1 2 3 4 5℃

0 1 2 3 4 5℃

湿潤熱帯地域と高緯度地域での水利用可能性の増加

中緯度地域と半乾燥低緯度地域での水利用可能性の減少及び干ばつの増加

数億人が水不足の深刻化に直面する

最大30%の種で絶滅
リスクの増加

地球規模での
重大な※絶滅
※重大な：ここでは40%以上

サンゴの白化の増加 ほとんどのサンゴが白化 広範囲に及ぶサンゴの死滅

～40%の生態系が影響を受けることで、
陸域生物圏の正味炭素放出源化が進行

海洋の深層循環が弱まることによる生態系の変化

種の分布範囲の変化と森林火災のリスク増加

小規模農家、自給的農業者・ 漁業者への複合的で局所的なマイナス影響

低緯度地域における穀物生産
性の低下

中高緯度地域におけるいくつ
かの穀物生産性の向上

低緯度地域における
全ての穀物生産性の低下

いくつかの地域での穀物
生産性の低下

洪水と暴風雨による損害の増加

世界の沿岸湿地
の約30%の消失※

※2000～2080年の平均海面上昇率4.2mm/年に基づく

毎年の洪水被害人口が追加的に数百万人増加

栄養失調、下痢、呼吸器疾患、感染症による社会的負荷の増加

熱波、洪水、干ばつによる罹（り）病率※と死亡率の増加
※罹（り）病率：病気の発生率のこと

いくつかの感染症媒介生物の分布変化
医療サービスへの重大な負荷

沿岸域

健康

～15％

B1
A1T
B2

A1B
A2

A1Fl
5.4℃

6.4℃

 

図４ 将来の世界の平均気温上昇による主要な影響 
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３）世界の温室効果ガス排出量変化 

 IPCCAR4WG3の報告によれば、世界のGHG総排出量は、産業革命以降、2004年までに約70%増加し

ており、GHG排出量の約77%（2004年値）を占めるCO2排出量は、1970年から2004年までに約80%増加

している。CO2排出量の増加要因を分析すると、1970年から2004年までの期間における世界の所得

増加(77%)、および世界の人口増加(69%)という２つのCO2排出量を増加させる原動力をあわせた世

界の排出量に与えた影響は、世界のエネルギー原単位の低下による影響(-33%)よりも大きかった

と報告されている。また、気候変動、エネルギー安全保障、持続可能な発展に関する政策など一

連の政策は、さまざまな部門や多くの国におけるGHG排出量の削減に効果があったが、世界の排出

量の増加を食い止めるには不十分であったと報告している。 

 一方でモントリオール議定書の対象とされるオゾン層破壊物質でGHGでもあるフロンガスの排

出量は、1990年代以降、顕著に減尐している。このように一部のガスに関しては世界排出量が減

尐傾向を示しているが、世界のGHG総排出量は、今後20-30年間増加し続けると考えられており、

気候安定化のためには今後積極的な緩和策の導入が必要である。 

４）IPCC AR4の知見をふまえた長期目標の具体的検討 

 2007年6月にドイツのハイリゲンダムにて開催されたG8サミットでは、世界のGHG総排出量を現

状比で半減することを検討することに合意がなされた。2050年に世界全体のGHG排出量を半減する

ためには、以下のaからcに留意する必要がある。a. 2050年半減だけに着目するのではなく、削減

目標を達成することで気候はどのレベルで安定化するかを把握しておくこと、b. 2050年にGHG半

減を達成するまでの排出経路と、達成後の排出経路がどのようになるのか（どうすべきか、どう

いう選択肢があるのか）について認識しておくこと、c. 半減するときの基準年をどこに設定する

かによって目標とする削減量が変わってくること。 

 世界変動の緩和策の評価を行うIPCC WG3では、第３次評価報告書以降に発表された177のシナリ

オを先述の図３に示すように分類した。この図から判別すると、2050年半減目標はCO2で考えた場

合、カテゴリーI(2000年比85～50%)の削減量の幅にぎりぎり含まれるが、カテゴリーII(2000年比

60～30%)に属すると考えるのが妥当である。カテゴリーIIの気温上昇は、産業革命前比2.4～2.8℃

であり、GHGおよびCO2濃度はそれぞれ490～535ppm-CO2eq(CO2換算濃度)、400～440ppm-CO2eqとなっ

ている。また、同図より、安定化レベルが低いほど排出量のピークが近い将来となり、排出量の

削減を早急に行わなくてはならないこと、また、低い安定化レベルを達成するためには、今後20

～30年での削減努力が必須であることがわかる。 

 ここでは、2050年半減に至るまでの排出経路を計算するために、AIM/Impact[Policy]を用いた。

本モデルは、全球平均気温・海面上昇・大気中GHG濃度等に関して将来目標を設定した場合のa. 最

適GHG排出経路ならびに地域別排出削減分担量を推計し、b. 同GHG排出経路を前提とした場合の国

別・分野別温暖化影響量を示して、設定した将来目標が気候変動枠組み条約２条に定められた「危

険な影響」の回避に十分であるかどうか（将来目標の有効性）を検討するための材料を提供する

機能を持つ。 

 G8合意は2050年半減をうたってはいるものの、基準年をいつにしているかを明確に示した政治

合意ではない。もちろん、基準年を曖昧にしたことで可能となった合意という側面もあろうが、

GHG排出削減という側面からみると、基準年の違いによってどのようなインプリケーションが出る

のかを明確に示しておく必要もある。そこで、ここではこのことを勘案して、1990年、2000年、
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2004年の３つの基準年を用いた2050年半減シナリオを作成した。また別の側面として、G8合意は

2050年半減という到達点を示してはいるものの、そこに至る道筋を示しているわけではないこと

から、ここでは上記３つのケースにおいてそれぞれ２通りの異なる排出経路を用い、気温上昇が

長期間安定化するようなシナリオ分析を行った。２通りの排出経路とは、早い時期から排出削減

するのか、あるいは、最初は削減幅が小さいが2050年が近づくと一気に排出削減するかの２通り

である。ケース別のパラメータの設定および気温上昇を表２に示す。気温上昇に関しては、case1

が2.2℃、case2が2.4℃、case3が2.3℃、case4が2.5℃、case5が2.4℃、case6が2.6℃になってい

る。また、計算の結果を図５に示す。 

 

表２ ケース別のパラメータ設定および気温上昇 

ケース名 基準年 割引率 GHG濃度（長期安定化時） 気温上昇（2100年） 

Case1 1990 4% 465ppm-CO2eq 2.2℃ 

Case2 1990 5% 488ppm-CO2eq 2.4℃ 

Case3 2000 4% 476ppm-CO2eq 2.3℃ 

Case4 2000 5% 499ppm-CO2eq 2.5℃ 

Case5 2004 4% 488ppm-CO2eq 2.4℃ 

Case6 2004 5% 499ppm-CO2eq 2.6℃ 

 

 

 

 

図５．2050年世界半減の時の日本の排出削減必要量と排出パス （京都議定書で対象となる6ガス） 

（C&C_2050：2050年一人当たり排出均等スキーム、C&C_2100：2100年一人当たり排出均等スキー

ム、Intensity：GDP当たり排出の世界一律改善スキーム） 
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図５の結果、2050年半減目標を達成するためには、いかなるケースを用いても、世界全体の排

出量を2010年以降増やす余裕はないことがわかる。また、最終的な2050年時点での排出量が半減

目標を達成する水準であったとしても、現在から2050年に至るまでの排出経路によって、2100年

時点での気温上昇幅に若干の違いが出てくることがわかる。産業革命前から今日までにすでに

0.7℃以上上昇していることを考えると、2050年半減したとしても、今後さらに気温が1.5℃以上

上昇することになる。先述の図４と照合させると、この気温上昇幅では気候変動の影響によるリ

スクがすでにかなり顕在化することが予想される。2050年半減を目指す限りにおいては、緩和策

とともに適応策も重要になることが見込まれる。 

 

（３）国際法の観点からの分析 

１）気候変動枠組み条約第２条交渉経緯について 

 気候変動枠組み条約２条の議論は、近年、急速に関心を増しつつある。それと同時に「今まで

はなぜこの目標について具体的に議論して来なかったのだろう？」「今まで長期目標が分からず

にどうやって排出削減目標を決めていたのだろう？」といった疑問が関係者の間で議論されつつ

ある。 

 本条約の交渉経緯全般において最も頻繁に引用される論文 3)によると、２条の交渉経緯は次のと

おりである。交渉の最初の叩き台ではこの条項はなかったが、３回目の交渉会議においてEU提案

として初めて草案の中で提示された。インドは対案として「一人当たり排出量の均等化」を提示

したが、支持を得られなかった。また、似たような概念としては、条約交渉が始まる前にフラン

スが提示した「2000年までに一人当たり排出量を２炭素トンに抑える」や1989年ノルドヴェイク

会合の宣言文中の「生態系的な限界（ecological limit）からみて温暖化の速度を10年ごとに0.1℃

上昇以下に抑える」などが挙げられる。要するに、「目的」はしばしば「約束」と混同されがち

であったということである。 

 このようなさまざまな案を検討している過程で、本条項においては、各国の排出量よりも地球

レベルでの濃度について言及することで、気候変動が地球に住むすべての人間の「問題（issue）」

であるということを示すことになったという。また、気温でなく濃度が選ばれた理由として、一

部の説では「適応策よりも抑制策を重視するため」という説明が聞かれているが、その真偽は定

かではない。尐なくとも、提案したEUの主な意図は、各国の個別の排出量について議論する「約

束」（４条）の部分と「目的」（２条）を分けて提示することにより、約束の厳しさや有無はさ

ておき、気候変動がすべての国の問題であることを強調することにあったようだ。 

 また、同時に、「約束」と「目的」を明確に分けて規定することになった結果、「目的」の書

きぶりは法的拘束力を感じさせないものとなった。義務というよりは宣言あるいは理念に近い表

現となっている。目標に「究極の」という形容詞をつけたことも、法的拘束力のニュアンスをさ

らに弱める結果となっている。このことは、次の分析にも関係してくる。 

２）多国間環境条約における長期目標の位置づけ 

 気候変動枠組み条約２条に掲げられているような目標は、他の複数の多国間環境関連条約にお

いても見られる。ここでは、それらの目標の掲げられ方を比較することにより気候変動枠組み条

約２条の意味をより正確に把握する。また、他の条約から得られる示唆を模索すると同時に、逆

に、気候変動問題で実施していることが他の条約に影響を及ぼす可能性について検討する。なお、
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すべての条約に目的に関する条項が必ず存在するわけではなく、むしろ尐数派である。多くの場

合、理念的な文言は前文にちりばめられており、目的は理念の一部で提示されている。つまり、

条項として扱っているということ自体、理念以上の意味があると考えるべきだろう。 

ａ. 米加大気質協定（1991年採択） 

気候変動枠組み条約の交渉中に採択された文章として、タイミングとしては気候変動枠組み条

約の参考として考慮された可能性が高い。目的（２条）では、「締約国の目的は、越境大気汚染

に関する共通の関心に取り組むために、この協定により、実行可能かつ効果的な手段を確立する

ことにある。」とあり、「共通の関心」である点が強調されている。 

ｂ.生物多様性条約（1992年採択）、カルタヘナ議定書（2000年採択） 

 気候変動枠組み条約と同じ時期に採択された条約である生物多様性条約も第１条に目的を明示

している。「この条約は、生物の多様性の保全、その構成要素の持続可能な利用及び遺伝資源の

利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分をこの条約の関係規定に従って実現することを目的と

する。この目的は、特に、遺伝資源の取得の適当な機会の提供及び関連のある技術の適当な移転

並びに適当な資金供与の方法により達成する」とある。また、本条約の下に位置づけられるカル

タヘナ議定書でも同じく１条に「目的」があり次のように書かれている。「環境と開発に関する

リオ宣言の原則15に含まれる予防的アプローチに従って、この議定書は、生物の多様性の保全及

び持続可能な利用に悪影響を及ぼす可能性のある現代のバイオテクノロジーによりもたらされた

生きている改変された生物の安全な移送、取り扱い及び利用の分野において、人の健康へのリス

クをも考慮し、特に国境を越える移動に焦点をあて、適切な程度の保護レベルの確保に寄与する

ことを目的とする」とある。いずれも、目標（goal）というよりは、ここで議論の対象とするス

コープの範囲を定義している印象を受ける。生物多様性に関する話を間接的なものまで含めると

非常に多くのテーマが含まれてしまう恐れがあることから、本条において議論の範囲を限定して

いるということである。 

ｃ.砂漠化対処条約（1994年採択） 

本条約では第２条に目的として「１．この条約は、影響を受ける地域における持続可能な開発

の達成に寄与するため、アジェンダ21に適合する総合的な取り組み方法の枠組みの中で国際協力

及び連携によって支援されるすべての段階の効果的な行動により深刻な旱魃または砂漠化に直面

する国において砂漠化に対処し及び旱魃の影響を緩和することを目的とする。２．１の目的の達

成には、影響を受ける地域において土地の生産性の向上並びに土地及び水資源の回復、保全及び

持続可能な管理に同時に焦点を合わせた長期的かつ総合的な戦略であって、特に地域社会の段階

において生活条件の改善をもたらすものを必要とする」とある。気候変動枠組み条約の目的と比

べると、適応策に重心が置かれていることが分かる。砂漠化を「防止」する条約ではなく砂漠化

に「対処」する条約という名前が示すとおりといえよう。 

ｄ．ロッテルダム条約（1998年採択） 

第１条に目的として「この条約は、特定の有害な化学物質の特性についての情報の交換を促進

し、当該化学物質の輸入及び輸出に関する各国の意思決定の手続きを規定し並びにその決定を締

約国に周知させることにより、人の健康及び環境を潜在的な害から保護し並びに当該化学物質の

環境上適正な使用に寄与するために、当該化学物質の国際貿易における締約国間の共同の責任及

び協同の努力を促進することを目的とする」とある。このような書きぶりは、将来の目標という
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よりは趣旨（purpose）に近い。いかにして取り組むか、という点を強調したものである。 

e. レビューの結果から見出せること 

本レビューでは、代表的な書き方を例示した。このレビューの結果、気候変動枠組み条約２条

に対するメッセージとしては次の点が挙げられる。 

第１に、「目的」の条項がある条約は、1990年以降のものが多い。これは、条約の作り方にも

流行り廃りのようなものがあり、うまくできたと担当者が認識する条文があると次の条約にも採

用しがちという点が指摘される。気候変動枠組み条約も、その流行の中で「うちも何か提示しよ

う」という程度の気持ちから文案が起草されたのかも知れない。 

第２の点として、同じ「目的」という用語であっても、その内容は多岐にわたる。ここで改め

て「目的」と「目標」の違いを厳密にしておく必要がある。本研究では過去の研究成果を含め、

多くの場合「目標（goal）」という用語を用いてきた。しかし、２条では正確には「目的(objective)」

である。「目的」には「目標」に近い意味もあるが、そのような将来の向かうべき方向性だけに

限定されるわけではない。生物多様性条約のように、議論のスコープについて言及しているもの

もあれば、ロッテルダム条約のように趣旨説明に近いものもある。気候変動枠組み条約２条を提

案した当時の交渉担当者も、議論のスコープ、あるいは趣旨に近い意味で起草した可能性もある。

その場合には、「長期目標は具体的に何ppmなのか？」を議論する必然性はない。他方、逆に、気

候変動枠組み条約では、他の条約では成功しなかったこと、つまり、目的の中に長期目標をある

程度具体的に書き込むことができた唯一の例と見ることもできる。その場合には、その成功を活

かして目標について議論を進めると同時に、他の地球環境条約においてもそのような目標につい

て議論する「前例」となるよう議論の手続き（procedure）を確立していくべきだろう。 

第３に、ウィーン条約法条約（「条約」に関する国際法上の規則を統一的に示した条約）では

18条において「いずれの国も、次の場合には、それぞれに定める期間、条約の目的および趣旨

（object and purpose）を失わせることとなるような行為を行わないようにする義務がある。（以

下略）」とある。気候変動枠組み条約および本分析で対象としたその他の条約における「目的」

規定自体が条約法条約の「目的および趣旨」であると解釈されるならば「目的」を損なう行為が

違反となる可能性が出てくるが、このような解釈に大方の専門家の判断は否定的である。つまり、

気候変動枠組み条約２条にそぐわない行動をとる国に対して法的責任を問うことができるという

解釈は困難ということである。多国間環境条約において「目的」の最大の意義は、それを守れな

い国家に対し法的責任を問うことを目的とするのではなく、「環境問題が存在する」ことに対す

る締約国の総意を強調することにあるのだろう。 

最後に、上記の観点により、気候変動枠組み条約２条の「目的」が、多様な国際条約の中でも

特殊な意味を持つ条文であることが判明した。本条で期待されているのは「気候変動が問題であ

る」ことに対するすべての国の総意であり、義務としての解釈は困難であるが通常の理念より強

いシグナルであり、行動の目標提示としての役割、である。長期目標を議論するということは、

今まで他の条約で前例がない作業を気候変動問題で始めているということではないか。 

目的が明確であればあるほど、具体的な約束（義務）の十分・不十分も判断しやすくなる。目

的が抽象的な文章である生物多様性条約は（それだけが原因とはいえないが）、多様性保護活動

も十分に進んでいない。趣旨が明快なロッテルダム条約では、各国の約束も履行されやすい。気

候変動枠組み条約やその他のいくつかの多国間環境条約も今後改めて「長期目標」を議論してみ
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ることにより、新たな展開が期待できるかも知れない。 

 

５．本研究により得られた成果 

（１）科学的意義 

 GHGの排出、それによる気候変化、気候変化による影響といった地球温暖化に関連する一連

のプロセスを統合して評価可能な政策支援ツールであるAIM/Impact[Policy]を開発した．さら

に、AIM/Impact[Policy]に含まれる動学的最適化モデルと影響評価モデルを用いて、いくつか

のGHG濃度安定化目標を達成するために必要なGHG排出パスとその時の温暖化影響を定量的に評価

した．その結果、「危険な影響」を回避するために必要な濃度安定化目標としてGHG濃度500ppm以

下が必要であり、その達成のためには、近い将来からの大幅な排出削減が必要であることを示し

た。このような推計は、IPCCAR4にて提示された科学的知見の意味を理解するための科学的・学術

的貢献となった。 

（２）地球環境政策への貢献 

環境省の中央環境審議会地球環境部会「気候変動に関する国際戦略専門委員会」における気候

変動対策を目的とした将来制度の検討において、本研究成果を踏まえて意見した。 

我が国の首相が近年提示してきた「美しい星2050」や「福田ビジョン」、あるいはG8プロセス

にて提示された2050年半減という目標に関して、同目標と最終安定化濃度との関係、欧州が提示

している気候上昇幅２℃との関係、目標達成のために必要な排出パス、などについて具体的な数

値を提示することにより、同目標が持つ意味を提示することができた。このような試算は、我が

国が長期目標を議論するうえでの政策支援として貢献した。また、2008年度には内閣府内に設立

された「中期目標検討委員会」において、日本の中期目標を長期目標との整合性の観点から検討

する上で、参考資料として提示された。 
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